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Ａ

Ｂ１ Ｂ３ Ｂ４ Ｂ５

交付対象経費
国のR6補正予算分
（交付限度額①）

（推奨事業メニュー分）

国のR6補正予算分
（交付限度額②）

（令和６年度低所得世帯支
援枠等分）
給付費

国のR6補正予算分
（交付限度額③）

（令和６年度低所得世帯支
援枠等分）
事務費

国のR6補正予算分
（交付限度額④）

（給付支援サービス分）

国のR7予備費分
（交付限度額⑤）

（推奨事業メニュー分）

国のR7補正予算分
（交付限度額⑥）

（推奨事業メニュー分）

その他
（一般財源や補助対

象外経費等）

総事業費に係る
事務費

合計  455,827  344,117  10,646  78,970  6,847  -  9,720  237,934 111,710 

令和6年度住民税均等割非課税世帯（3万
円）

＋こども加算（2万円）
＋不足額給付

（令和６年度低所得世帯支援枠等）

1 R6_補正 低所得 ○ ○ ○ 低所得世帯支援給付事業 Ⅱ．物価高の克服 ○ －  85,817  85,817  -  78,970  6,847  -  -

①物価高が続く中で低所得世帯への支援を行うことで、低所
得の方々の生活を維持する。
②低所得世帯への給付金及び事務費
③R6,R7の累計給付金額
令和６年度住民税均等割非課税世帯　1,407世帯×30千円、
子ども加算　117人×20千円、、定額減税を補足する給付（う
ち不足額給付）の対象者　2,795人　(49,680千円）　　のうちR7
計画分
事務費　6,847千円
事務費の内容　　[需用費（事務用品等）　役務費（郵送料等）
業務委託料　人件費　として支出]
④低所得世帯等の給付対象世帯数（1,407世帯）、定額減税
を補足する給付（うち不足額給付）の対象者数（2,795人）

－ ○ － R7.3 R8.3 対象世帯に対して令和7年8月までに支給
を開始する

⑤ HPにて明記済みあるいは予定 対象分野に関連
しない

ホームページ R6補正（地）

（デジタル庁）
給付支援サービス

（R6補正）

2  -  -

令和６年度低所得世帯支援枠等関連の
給付費

（家計急変への横出し等・R6補正）

3  -  -

事務費
（上乗せ・横出し）

4  -  -

R7補正推奨事業メニューのうち
食料品の物価高騰に対する特別加算

（市区町村のみ記載）

5 R7_補正 推奨事業 ○ ○ ○
住民生活応援物価高騰対策
給付金事業

Ⅰ．生活の安全保
障・物価高への対
応

○

①食料品の
物価高騰に
対する特別
加算

④消費下支
え等を通じた
生活者支援

 216,207  190,000  190,000  26,207  7,388

①長引くエネルギー価格や食料品等の物価高騰の影響を受
ける町民生活を迅速に支援するために、生活支援金を支給
することが効率的で緊急性がありやむを得ないと判断したた
め町民１人10,000円を支給する。
②給付金
③事業費　216,207,550円
　・積算基礎　支給額　10,000円×20,882人＝208,820,000円
　・事務費　7,387,550円　【需用費（消耗品）役務費（郵送料
等）業務委託料　として支出】
　・Cその他　26,207千円は一般財源
④基準日時点で住所登録があるもの

－ ○ － R8.1 R8.3 R8.3 給付対象者：21,000人 ② HP、広報誌にて明記済みあるいは予定
対象分野に関連
しない HP R7補正（地）

市区町村でR7補正①の事業について複数計画している場合
は、１つをNo.５に記入の上それ以外はNo.６以降に記入しL列
で当該推奨事業メニューを選択してください。
都道府県でR7補正①の事業を計画している場合は、NO.6以
降に記入しL列で当該推奨事業メニューを選択してください。

6 R6_補正 推奨事業 ○ ○ ○ 物価高騰対策入学・進学ス
タートアップ事業

Ⅱ．物価高の克服 ○

②エネル
ギー・食料品
価格等の物
価高騰に伴う
子育て世帯
支援

 9,457  5,646  5,646  3,811

①エネルギー・食料品価格等物価高騰の影響を受けた来春
入学・進学や就職を予定する生徒の応援として、保護者に対
し、給付金を支給する。
②負担金
③事業費　9,456,800円
　・積算基礎　支給額　20,000円×460人＝9,200,000円
　・消耗品　10,000円　役務費等（口座手数料等）　246,800円
　・Cその他　3,811千円は一般財源
④保護者

－ ○ － R7.4 R8.3 給付対象者　460人 ⑤ HPにて明記済みあるいは予定 学用品費・実験資
材等

HP R6補正（地）

7 R6_補正 推奨事業 ○ ○ ○ 省エネ家電買替支援事業 Ⅱ．物価高の克服 ○

④省エネ家
電等への買
い換え促進
による生活者
支援

 10,000  5,000  5,000  5,000

①エネルギー価格の高騰を踏まえ、省エネルギー性能の高
い家電の購入又は買い替えに対する費用を支援する。
②負担金
③事業費　10,000,000円
　・積算基礎　支給額　50,000円×200人＝10,000,000円
　・Cその他　5,000千円は一般財源
④購入者

－ ○ － R7.4 R8.3 給付対象者　200人 ⑤ HPにて明記済みあるいは予定
省エネ家電買い
替え等 HP R6補正（地）

8 R7_予備 推奨事業 ○ ○ ○
社会福祉施設物価高騰対策
支援事業

米国関税措置 ○

⑤医療・介
護・保育施
設、学校施
設、公衆浴場
等に対する物
価高騰対策
支援

 5,900  5,070  5,070  830

①エネルギー・食料品等物価高騰の影響を受けた障碍者施
設に対してその影響を利用者に転嫁することなく施設運営が
できるよう費用を支援する。
②負担金
③事業費　13施設　5,899,600円（2施設は食事提供無し）
　・積算基礎　１事業所当たり200,000円×13施設＝2,600,000
円
　・食事加算入所3施設　1食20円×3食×104人×365日＝
2,277,600円
　・食事加算通所8施設　1食20円×1食×140人×365日＝
1,022,000円
　・Cその他　830千円は一般財源
④障害者福祉施設等

○ － － R7.10 R8.3 対象事業所　障害福祉施設　13事業所 ⑤ HPにて明記済みあるいは予定
障害福祉サービ
ス事業所・施設等

HP R7予備費（地）

9 R7_予備 推奨事業 ○ ○ ○
保育施設物価高騰対策支援
事業 米国関税措置 ○

②エネル
ギー・食料品
価格等の物
価高騰に伴う
子育て世帯
支援

 3,604  3,000  3,000  604

①エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた町
内で園児に給食を提供する保育施設に対し、物価高騰分の
給食材料費の補助及びエネルギー高騰への支援を行う。
②負担金
③事業費　9施設　3,604,000円
　・積算基礎　均等割り　150,000円×9施設＝1,350,000円
　・入所人数　644人×3,500円(給食公4,800円のうち875円×
4カ月分【12月～3月分】）＝2,254,000円
　・Cその他　604千円は一般財源
④保育施設及び利用者（教職員分は含まない）

○ － － R7.10 R8.3
対象事業所　9事業所
入所対象者　644人 ⑤ HPにて明記済みあるいは予定

保育所・幼稚園・
認定こども園等 HP R7予備費（地）

10 R7_予備 推奨事業 ○ ○ ○
地域公共交通エネルギー価
格物価高騰対策支援事業

米国関税措置 ○

⑧地域公共
交通・物流や
地域観光業
等に対する支
援

 1,650  1,650  1,650  -

①エネルギー価格の高騰を踏まえ、町公共交通事業所に対
してガソリン代等を支援する。
②負担金
③事業費　3事業所　1,650,000円
　・積算基礎　1事業所当たり 550,000円×3事業所＝
1,650,000円
④公共交通事業所

○ － － R7.10 R8.3 対象事業所　3事業所 ⑤ HPにて明記済みあるいは予定
運輸交通・物流・
観光事業者

HP R7予備費（地）

11 R7_補正 推奨事業 ○ ○ ○ 住民生活応援物価対策地域
デジタル通貨配布事業

Ⅰ．生活の安全保
障・物価高への対
応

○
④消費下支
え等を通じた
生活者支援

 123,192  47,934  47,934  75,258  18,782

①物価高騰の影響を受けた町民及び町内の小売り事業所等
を支援するために町内で使用可能なデジタル通貨等を配布
する。
②給付金
③事業費　123,191,650円
　・積算基礎　支給額　5,000円×20,882人＝104,410,000円
　・事務費　18,781,650円　【需用費（消耗品）役務費（郵送料
等）業務委託料　として支出】
　・Cその他　75,258千円は一般財源
④基準日時点で住所登録があるもの

－ － － R8.1 R8.3 R8.3 給付対象者：21,000人 ② HP、広報誌にて明記済みあるいは予定 地域ポイント

デジタル通貨ポイント及びQRコード付きカードの配
布を実施するが、配布後６カ月程度を換金期限と
定める。
また、換金実績については、その都度システムで
確認出来る方法により確認し、未換金については、
換金期限後早急に委託事業所に町会計への返還
申請を実施する。

HP R7補正（地）

備考3
商品券等を活用した事業を行う場合、Q＆A等ふ

まえた対応について記載(重点支援地方交付金の追加を踏まえた各省庁の通知
の発出状況に定義されている対象分野)

備考4
実施状況の公表等について

（HP、広報紙など）
基金 事業始期 事業終期

成果目標（可能な限り定量的指標を設
定）

支援開始時期
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事業の概要(①②③④を必ずそれぞれの項目毎に明記)
①目的・効果
②交付金を充当する経費内容
③積算根拠（対象数、単価等）
④事業の対象（交付対象者、対象施設等）

Ｂ２

Ｎｏ

臨時の措置であ
ることが分かる
事業名称として

いる

Ｂ ※参考国

の

予

算

年

度 特定事業者等
支援

個人を対象と
した給付金等

自治体での予算区分
国の重点支援地方交付金が活用されている旨

の明記

備考1のサブカテゴリ―
M～O列を記入している場合のみ 【R7補正のみ】

備考2
「農林水産・食品分
野」「中小企業・小
規模事業者の賃上げ
環境整備」における

細分化項目

備考5

備考1
(重点支援地方交
付金の追加を踏
まえた各省庁の
通知の発出状況
に定義されてい
る対象分野)

エネル
ギー・食料
品価格等の
物価高騰の
影響を受け
た生活者等
に対して事
業の効果が
直接及ぶ

Ｃ

推奨事業メニュー
※R7補正推奨事業メニュー①について、②～④にも
関連する場合は、M～O列に追加で選択してください。

対象外経費
に臨時交付
金を充当し
ていない

枠

地

方

単

独

事

業

「推奨事業メニュー例よりも更に効
果があると判断する地方単独事業」
を選択した場合の、より効果がある
と考える理由

交付対象事業の名称
経済対策等との関

係 総事業費


